
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年８月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第２５号 

事故等種類 転覆 

発生日時 平成２１年１２月３０日 １４時５９分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市
いまばりし

津島
つしま

北西方沖 吉
よし

海港津倉
うみこうつくら

防波堤灯台から真方位２７６°

２.４海里付近 

（概位 北緯３４°０９.６′ 東経１３２°５９.２′） 

事故等調査の経過  平成２２年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 錦
にしき

丸、１.５トン 

 ＥＨ３－４５５８６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関及び機器類が濡損 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、津島北西岸沖で一本釣り中、天気の急変

による強風及び大波を受けるようになり、平成２１年１２月３０日１４時

５９分ごろ左舷側に転覆した。 

 気象・海象 気象：天候 雨、風向 西、風力 ５以上 

海象：潮汐 下げ潮の末期、波高 高い 

 その他の事項 船長は、出港後に天候が急に悪化したが、直ちに帰港しなかった。 

 船長は、落水したが、自動膨張式救命胴衣を着用しており、携帯電話で

家族に連絡し、さらに、家族からの連絡により海上保安部巡視艇が現場に

急行し、転覆した本船にしがみついていた船長を救助した。 

 当時、瀬戸内海に海上強風警報、愛媛県全域に強風波浪注意報が発表さ

れていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、津島北西方沖で一本釣り中、突風を伴

う強風及び大波を受け、左舷側に転覆した可能性

があると考えられる。 

船長は、天候が急に悪化したが、直ちに帰港し

なかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、津島北西方沖で一本釣り中、突風を伴う強風及び大

波を受けたため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられ

る。 

  




